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1. パイプライン障害発生 

１１月７日および 8 日に （高浜町 ２街区：05059、05069、05079、高浜

町 ４街区：05099）で輸送管内でごみが堆積し、パイプラインが停止してい

ます。解決するために管内部洗浄を 11 月 15 日（土） 、11 月 21 日

（土）、11 月 22 日（日）に予定しています。なお、11 月 12 日（水）から 詰

まり解消作業完了まで週３回（月・水・金 ８：３０収集）臨時収集があります。 
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１１月１５日（土）に高浜町４街区（投入口：０５０９９）にて管内洗浄作業を実施

いたしまし、その結果、詰まりが解消されたため、運転を開始しております。投

入口：5099 に貼り付ける違反投入物の啓発ビラ等は現在手配中になります

（11 月 17 日現在）。 
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2. ゴミパイプライン協議会からの報告 

 

11 月 15 日（土曜）に芦屋市・TMES とゴミパイプライン協議会を開催しまし

たので報告します。 

 

1. 令和７年４月から９月までのパイプラインの運転報告について 

パイプライン運転報告（令和 7 年 4 月 1 日～9 月 30 日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分析： 令和 7 年度は、システム異常の増加により、全体の異常件数が大幅に

増加しました。特に「投入口ごみ詰まり等」が 88 件と多く、主な原因は以下の

通りです。 

⚫ 弁体へのごみ噛みこみ 
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⚫ 貯留部へのごみ堆積 

⚫ センサー・弁体の汚れ 

⚫ バケット下部でのごみ詰まり 

⚫ また、浸入水によるセンサー汚れが異常発生の一因となっているケースも

多く見られました。 
 
主な異常内容の内訳 
 

異常内容   件数 

⚫ 投入口ごみ詰まり等  88 件 

⚫ 制御室故障解除  27 件 

⚫ 部品交換   11 件 

⚫ その他   21 件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特記事項 

⚫ 鍵穴の位置ずれ：4 件（前年 7 件） 

→ 啓発ビラの効果が現れており、件数が減少しています。 

⚫ 住民起因ごみによるバケット投入不具合：11 件（前年 14 件） 

→ 高浜町および若葉町において、輸送管閉塞を引き起こすごみ 

の投入が多く見られました。 

→ 輸送管詰まりにより風速が低下し、弁体へのごみ噛みこみ異 

常に繋がるため、今後も注意喚起が必要です。 

20251104 TMES 株式会社 
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令和 7 年度上期 パイプライン異常要因と現実的対策（提案書） 
作成：山口能成 

 
1．背景 

令和 7 年度上期（4～9 月）のパイプライン異常発生件数は 147 件となり、 

前年度（100 件）から大幅に増加した。主因は以下の三点に集約される。 

• 投入口ごみ詰まり等の多発：88 件 

• 弁体・センサーの汚れ・浸入水による誤作動：26 件 

• 住民起因ごみによる投入不具合：11 件 
 
一方で、輸送管本体は経年劣化が進み、亀裂補修に数千万円規模の費用が想

定されている。さらに、当施設は残り約 10 年から廃止予定であり、方針とし

て 大型投資・予防保全の実施は困難である。 

したがって本提案では、施設寿命を延ばすための低コスト・運用改善型の対策

に限定して整理した。 
 
2．現状の主要課題（パイプライン運転報告書より） 

1. 異常件数が 147 件へ増加 

2. 投入口ごみ詰まり等が全体の約 6 割（88 件）を占める 

3. 弁体・センサー・貯留部の汚れが異常の主要因 

4. 浸入水によるセンサー汚れが増加傾向 

5. 住民起因ごみ 11 件が輸送管閉塞を誘発 

6. 高浜町・若葉町での不具合集中 

7. 部品交換 11 件と老朽化進行 

8. 鍵を途中で抜く問題 4 件 
 
以上の課題は、設備投資ではなく、運転管理改善・住民啓発・小規模対策で対

応する必要がある。 
 
3．現実的な対策（費用をかけない方針に沿った提案） 
 
（1）高湿時期前の重点清掃プログラムの実施 

• 清掃対象：弁体、センサー、貯留部 

• 根拠：浸入水・汚れが異常原因として報告 

• 方法：既存委託の範囲内で清掃周期を調整：特に浜風町 

• 効果：雨天時の誤作動・風速低下を大幅に抑止 

〈意見〉これは費用を伴わず効果が高い。最優先で実施すべきである。 
 
（2）重点地区（高浜町・若葉町）でのミニ啓発＋投入口掲示更新 

• 内容： 

 ・投入口前に A5 サイズ「入れてはいけないもの」掲示 

 ・新入居者向け 1 枚チラシの常備 
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• 根拠：住民起因ごみ 11 件の大半が同地区に集中 

• 費用：掲示物作成費（軽微）：利用者の会では年次報告書で啓蒙 

〈意見〉住民行動が異常原因の一部である以上、最も実効性が高い。 
 
（3）月次「異常要因サマリー」を芦屋市と共有 

• 内容：異常件数・要因・雨天関連を簡易レポート（A4・1 枚）化 

• 目的： 

・行政側に現場状況を定量的に示す 

・将来の廃止判断および代替方式検討の基礎データとする 

• 費用：作成工数のみ 

〈意見〉廃止前提の施設である以上、「行政との情報共有」は必須である。 
 
異常要因サマリー」とは 

現在の運転報告は、半期に 1 回で、しかも設備目線で書かれているため、パイプ

ライン全般の判断材料としては弱い。そこで、 毎月の「異常の推移」運転報告と

異なり、利用者側が運用・行動改善の視点で作成するレポート。 

● 特徴 

期間：毎月 1 回（1 ヶ月ごと） 

作成主体：毎月の運転報告を受けてゴミ収集パイプライン利用者の会が作成 

内容： 

 1) 今月の異常件数 

 2) 原因別内訳（詰まり・浸入水・住民起因など） 

 3) 雨天日との関連（降雨時に異常が増えたか） 

 4) 問題箇所（高浜町・若葉町など重点地区） 

 5) 利用者の会としての考察・意見（簡潔に 5 行） 
 
4．まとめ（意見） 

本年度の異常増加は、「詰まり」「汚れ」「浸入水」「住民起因」の複数要因が重

なっている。しかし、施設は老朽終末期にあり、大規模補修・予防保全は現実

的ではない。 

したがって、今後 10 年の寿命を安定的に維持するためには、以下の三つの

柱に戦略を絞る必要がある。 
 

① 運転管理の最適化（重点清掃） 

② 住民行動改善（重点地区啓発―若葉町・高浜町の賃貸住宅） 

③ 行政との情報共有強化（廃止に向けた代替案の準備） 
 
この三点は費用を伴わず、かつ効果が大きい。 

これらを確実に実行することが、現実的かつ最善の対応であると考える。 
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3. パイプラインの年次報告書（案） 

昨年度のパイプラインに関する年次報告書案が作成され、報告されました。な

お、これから議会へ提出し承認される予定です。 
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4. ごみ減量推進審議会からの報告 

 

１０月 31 日（金）に芦屋市環境処理センターで第２回「ごみ減量推進審議会」

が開催されましたので、その内容を報告します。 

 

1. 環境処理センター改修工事予定 

今後の大まかなスケジュールは下記の通りです 

① 基本計画 令和４年度～令和 7 年度 

② 中継施設 ～令和 12 年 4 月 

③ 資源化施設 ～令和 15 年 4 月 

 

2. 一般廃棄物処理基本計画（令和 8 年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

審議会委員（10 名）の任期は 2 年で、令和 8 年度７月までです。この後、新し

い委員が決定します。委員の選出は、大学教授から２名、企業から 2 名、市民

から２名、芦屋市自治連合会から１名、その他数名となっています。 
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3. 芦屋市のごみの現状と課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

兵庫県内市町村比較（すべてのごみ量） 
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リサイクルの現状 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考資料：世界のリサイクル率（米国は推測） 

  

国 年度 廃棄物発生量 リサイクル率 

EU 2023 ７９．７  Mt 42.1% 

日本 2023 38.97 Mt 19.5% 

米国 2018 292.4 Mt 32.1% 

 

Mt は Megaton（メガトン）＝ 100 万トン（1,000,000 t） を意味します。 

 

16.2% 
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芦屋市一般廃棄物(ごみ)処理基本計画改定に関するアンケート調
査(案) 
 

【市民対象調査票】 

日頃より本市の廃棄物行政にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうご

ざいます。本市では、 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき

2022 年 3 月に策定した「芦屋市一般廃棄物処理基本計画(ごみ処理基本計

画)」が中間目標年度を迎えることから、この間の社会情勢の変化等を踏まえ

た計画の見直しを行います。 

つきましては、市民の皆様の日頃のごみ減量の取り組みの状況、ごみの減量

に関するご意見などをお聞きし、計画の見直しのための基礎資料としていき

たいと考えております。 

この調査票は市内在住の 1 8 歳以上の方を無作為に抽出し送付させていた

だいています。今後の施策及び計画策定の他に使用することはありません。 

お忙しいところ誠に恐縮ですが、調査の趣旨をご理解いただき、ご協力をお

願いいたします。 

なお、本調査につきましては、集計結果がまとまり次第、市のホームページ等

で公表する予定です。 

2026 年 2 月芦屋市市民生活部環境・経済室環境施設課 

 

配布数：2200 人 

実施：2026 年２月 

 

山口の修正提案 

1. 質問の流れで、「関心」から「どんな行動をとっていますか」と聞い

ているが、行動の前に「ごみ減量の方法を知っていますか」と聞い

て、その後で「行動」を聞いた方が回答の流れで回答しやすい。 

2. 質問項目で「知っていても、行動しないのは何故か」を聞いていな

い」。これを聞くことで対策が変わってくる可能性がある。 

提案では、拝見した「芦屋市一般廃棄物処理基本計画改定アンケー

ト案」は、非常に丁寧に構成されていますが、「行動意識（意図）」と

「実際の行動（実践）」の乖離＝“言行不一致” を測定する視点がま

だ不足しています。この観点を入れることで、米国 WM 

Recycling 社の「2025 RecyclingReport」で指摘されたよ

うな「知っているが行動していない」構造を可視化できます。 

例：知っているが「実行していない」行動の把握（言行不一致の測定） 

次の行動のうち、「できると思っているが、実際にはあまり行ってい 

ない」ものを教えてください。（複数回答可） 



20P 

 



21P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25P 

5. 今月のワーキング・グループからの報告 

 

1. 代替案の検討 

２年間の全体スケジュール（2025〜2027 年）この 2 年間のスケジュ

ールは、ファシリテーターの専門的支援を活用しながら、芦屋市と利用者

の会が協力して新しいごみ収集システムの合意形成と実現を目指すもの

である。 
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代替収集案検討の基本理念および基本方針［再整理］ 
 

● 基本理念 

代替収集案の検討は以下の理念に基づいて進める 

１．住民の納得を最優先する丁寧な合意形成プロセスの設計 

２．「利便性の維持」と「景観の向上」を両立させる目標設定 

３．コストの透明化と住民負担への最大限の配慮 

４．国内外の先進事例に学ぶ未来志向の技術調査 

５．人口減少や物理的制約といった現実的課題の直視 

 

● 基本方針（暫定案：協議中であり今後も適宜見直す場合がある） 

具体的な代替収集案の検討にあたっては、以下の方針に基づき進める 

Ａ．配置優先順位（①→②→③の順に検討する） 

①必須原則：既存パイプライン投入口同一位置を優先 

②投入口近傍（①が実現できない場合） 

③近接代替地（②に候補がない場合） 

Ｂ．アクセス・ユニバーサルデザイン 

①歩行動線の安全・バリアフリーを守る 

②投入口高さは利用しやすく、開閉等がある場合は操作しやすいものに 

Ｃ．パッカー車の寄り付き性・交通安全 

①収集車が安全に接近・停車・離脱ができるものに 

②収集時の近隣交通への影響はできるだけ少ないものに 

③緊急車両や、住民動線との競合は回避できるものに 

Ｄ．環境・衛生・近隣への配慮 

①臭気や汚汁への対策を行う 

②動物・鳥害・不法投棄への対策が可能なものに 

③騒音や作業音はできるだけ小さいものに 

④景観に調和したものに 

Ｅ．安全・防災・レジリエンス 

①豪雨による浸水等があっても継続運用できるものに 

②災害時などによる停電時にも継続運用できるものに 

③夜間の安全、監視ができるだけ可能なものに 

Ｆ．運用・ルール・住民合意 

①利用者と協議の上、利用ルールの明確化と掲示を行う 

②鍵の必要性・アクセスコントロールは利用者の要望確認のうえ整備する 
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